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　４　栄養士又は管理栄養士

　導員との連携を図ることにより、適切な栄養管理が行われている場合は

　社会福祉施設や病院等の栄養士又は管理栄養士との兼務や地域の栄養指

　置かないことができる。

　　１以上か。※入所定員が40人を超えない施設にあっては、隣接の他の

　Ⅰ　人員に関する基準

　１　医師

　　入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数か。

　２　生活相談員

（１）入所者の数が100又はその端数を増すごとに１以上か。

　　とは可能である。

　　られる者か。※社会福祉主事任用資格、社会福祉士、介護支援専門員、介護福祉士等

（３）看護職員のうち、1人以上は、常勤の者か。
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（２）常勤か。※基準を超えて配置されている生活相談員は、時間帯を明

　　確に区分した上で当該施設を運営する法人内の他の職務に従事するこ

（３）必要な資格※を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認め

（１）総数は、常勤換算方法で、入所者の数が３又はその端数を増すごと

　　に１以上か。

　３　介護職員又は看護職員（看護師又は准看護師）

（２）看護職員の数は、常勤換算方法で、入所者数により必要とされる数

今後の精査・確認等により、後日、この指導事項票を差し替えることがあります。

【注意事項】

この指導事項票は、事業所等が遵守すべき主な項目を記載しており、検査員が検査当日に遵守されていないと認め
た指導事項について、事業所等の方と、相互にその内容を確認するためのものです。

下表の指導事項欄にチェックした項目が、遵守されていないと認めた指導事項です。

後日通知する「検査結果」により、文書で改善を指示しなかった事項が、口頭での指導事項に該当します。口頭で
の指導事項についても改善を図ってください。

実地検査指導事項票　指定介護老人福祉施設／特別養護老人ホーム（運営）

検　査　日：令和　年（　　年）　月　日（　）.　　　事業者名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

事業所名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　.

検査員所属：八王子市 福祉部 指導監査課 介護・高齢担当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

検査員氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　.

　　以上か。

※指導事項はレ印を付す 介福／特養（運営）1／32



指導事項 検　　　査　　　項　　　目
確
認
欄

備　　考

　２　利用料等の受領

（その他指導事項等）

（２）領収書を発行しているか。

　５　機能訓練指導員

（１）１以上か。※当該施設の他の職務に従事可能

（２）機能訓練指導員として必要な資格を有しているか。

（１）１以上か。※入所者の数が100又はその端数を増すごとに１を標準

（２）常勤専従か。※入所者の数により増員した介護支援専門員について

　　員を除き、居宅介護支援事業者の介護支援専門員との兼務は認められ

　　は、非常勤も認められる。また、入所者の処遇に支障がない場合は、

　　当該施設の他の職務に従事可能。この場合、介護支援専門員の配置基

　　準を満たすこととなると同時に、兼務を行う他の職務に係る常勤換算

　　上も、当該介護支援専門員の勤務時間の全体を兼務に係る勤務時間と

　　して算入することができる。なお、増員に係る非常勤の介護支援専門

　　ない。

　　とする。

　６　介護支援専門員

　Ⅱ　設備に関する基準

　Ⅲ　運営に関する基準

（その他指導事項等）

　１　設備

　　るか。

（２）使用目的に沿って使われているか。

（１）指定申請時（更新時含む）又は直近の変更届の平面図に合致してい

（１）入所者から費用徴収を適切に行っているか。

　１　内容及び手続きの説明及び同意

（１）重要事項説明書の内容は適切か。

（２）運営規程との相違はないか。

※指導事項はレ印を付す 介福／特養（運営）2／32
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　７　勤務体制の確保等

（１）月ごとに勤務表を作成しているか。

（３）入所者の処遇に直接影響する業務を委託していないか。

（４）資質向上のための研修等の機会を確保しているか。

　　ているか。

（２）他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か。

　６　運営規程

（１）必要な項目は規定されているか。

（２）規程の内容は適切か。

　　従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、介護職員及び看護職員

（５）認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため必要な措置を講じ

（２）雇用契約等を締結しているか。

　　の緊急時等における対応方法を定めているか。

（２）当該対応方法を、年１回以上、見直しているか。

　５　管理者による管理

（１）常勤専従か。

　②　新規採用時に実施しているか。

　③　実施内容を記録しているか。

　４　緊急時等の対応

（１）当該施設に配置している医師及び協力医療機関との連携方法その他

　３　取扱方針（身体的拘束等の適正化）

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備しているか。

（３）身体的拘束等の適正化のための研修について。

　①　定期的に（年２回以上）実施しているか。

（１）身体的拘束等適正化検討委員会を３月に１回以上開催するとともに、

　　その結果について、介護職員等に周知徹底を図っているか。

　等の配置、管理者との兼務関係等を明確にしているか。

　　発、相談）の必要な措置を講じているか。

（６）セクハラ及びパワハラを防止するための方針の明確化等（周知・啓

（１）感染症、非常災害発生時のサービスの継続実施及び早期の業務再開

　８　業務継続計画の策定等

（３）業務継続計画に係る研修について。

（２）介護職員等に対し、計画について周知しているか。

　①　定期的に（年２回以上）実施しているか。

　②　新規採用時に実施しているか。

　　の計画（業務継続計画）を策定しているか。

※指導事項はレ印を付す 介福／特養（運営）3／32
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（４）業務継続計画に係る訓練について。

　　虚偽又は誇大となっていないか。

　　結果について、介護職員等に周知徹底を図っているか。

　①　定期的に（年２回以上）実施しているか。

　９　定員の遵守

（５）定期的に計画の見直しを行い、必要に応じて計画の変更を行ってい

　②　実施内容を記録しているか。

　　るか。

　③　実施内容を記録しているか。

　　救出その他必要な訓練を行っているか。

１２　秘密保持

　　入所定員及び居室の定員を超えて入所させていないか。

１０　非常災害対策

　　いるか。

（２）非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備しているか。

１３　広告

１４　苦情処理

　　に、施設に掲示し、かつ、ウェブサイトに掲載しているか。

　いよう、必要な措置を講じているか。

（３）上記の事柄を定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、

　　退職者を含む従業者が、入所者又はその家族の秘密を漏らすことがな

（１）相談窓口、苦情処理の体制及び手順等を文書により説明するととも

（２）感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備して

（３）感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修について。

　①　定期的に（年２回以上）実施しているか。

　②　新規採用時に実施しているか。

１１　衛生管理等

（１）感染対策委員会をおおむね３月に１回以上開催するとともに、その

　　いるか。

　①　定期的に（年２回以上）実施しているか。

　②　実施内容を記録しているか。

（４）感染症の予防及びまん延の防止のための訓練について。

　③　実施内容を記録しているか。

（１）非常災害（火災、風水害、地震等）に対する具体的計画を策定して

※指導事項はレ印を付す 介福／特養（運営）4／32
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（５）上記に掲げる措置を適切に実施するための担当者を選任しているか。

（１）事故発生の防止のための指針を整備しているか。

　　（報告）しているか。

　　する体制を整備しているか。

（２）事故の報告及びその分析を通じた改善策を従業者に対する周知徹底

（２）苦情内容等を記録し、保管しているか。

１５　事故発生の防止及び発生時の対応

　②　新規採用時に実施しているか。

（８）損害賠償すべき事故が発生した場合に、速やかに賠償を行っている

（３）事故防止検討委員会を定期的に開催しているか。

（１）虐待防止検討委員会を定期的に開催するとともに、介護職員等に周

１７　介護現場の生産性の向上　※令和9年3月31日まで努力義務

　　入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資

　①　定期的に（年２回以上）実施しているか。

　③　実施内容を記録しているか。

（７）事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しているか。

　　か。

（４）事故発生の防止のための研修について。

１６　虐待の防止

（３）虐待の防止のための研修について。

　①　定期的に（年２回以上）実施しているか。

　③　実施内容を記録しているか。

（４）上記の措置を適切に実施するための担当者を選任しているか。

（２）虐待の防止のための指針を整備しているか。

　②　新規採用時に実施しているか。

　　知徹底を図っているか。

（６）事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡

　する方策を検討するための委員会を定期的に開催しているか。

（その他指導事項等）

※指導事項はレ印を付す 介福／特養（運営）5／32
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　Ⅳ　介護給付費の算定及び取扱い

　　職員を配置すること。

（２）ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

　３　身体拘束廃止未実施減算

　相当する単位数を所定単位数から減算しているか。

（１）身体的拘束等適正化検討委員会の３月に１回以上の開催

　５　高齢者虐待防止措置未実施減算

　　次に掲げる基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の１に

　相当する単位数を所定単位数から減算しているか。

（１）虐待防止検討委員会の定期的な開催

（２）虐待の防止のための指針の整備

（２）身体的拘束等の適正化のための指針の整備

（３）虐待の防止のための研修の定期的実施（年２回以上）

（４）上記の措置を適切に実施するための担当者の選任

　　たしていない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算

（２）入所者の定員超過又は介護職員、看護職員若しくは介護支援専門員

　　の人員欠如の場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算

　　次に掲げる基準を満たしていない場合は、１日につき所定単位数の100

（１）日中については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護

　　次に掲げる基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の10に

　１　所定単位数

（１）厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満

　２　ユニットにおける職員に係る減算　※ユニット型

　分の97に相当する単位数を算定しているか。

　　定しているか。

　　定しているか。

　４　安全管理体制未実施減算

　位数から減算しているか。

（３）事故防止検討委員会の定期的開催

（１）事故発生の防止のための指針の整備

（３）身体的拘束等の適正化のための研修の定期的な実施

　　次に掲げる基準を満たしていない場合は、１日につき５単位を所定単

（２）事故の報告及びその分析を通じた改善策の従業者に対する周知徹底

（５）上記に掲げる措置を適切に実施するための担当者の選任

（４）事故発生の防止のための研修の定期的実施（年２回以上）

※指導事項はレ印を付す 介福／特養（運営）6／32
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（２）栄養士又は管理栄養士を１以上置いているか。

　※　入所定員が40人を超えない施設にあっては、他の社会福祉施設等の

　　運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がな

　　いときは、栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。

　　栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該施設の効果的な

　　数のうち、要介護４又は要介護５の者の占める割合が100分の70以上で

　　ンクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者）の占める割合が100分の65以上であ

　　るか。

　　数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認めら

　③　介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入所者の数が６又はその端数

　　が７又はその端数を増すごとに１以上であるか。

　①　介護施設サービス費又は小規模介護福祉施設サービス費を算定して

　相当する単位数を所定単位数から減算しているか。

（１）次に掲げる基準を満たしていない場合は、１日につき14単位を所定

　　単位数から減算しているか。

　ｃ　社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第１条各号に掲げる行為を必

　６　業務継続計画未策定減算

　　次に掲げる基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の３に

（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提

（２）当該業務継続計画に従い必要な措置を講じている。

　　供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図

　　るための計画（業務継続計画）を策定している。

　　も適合する場合は、介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入所者の数

　　を増すごとに１人以上であるか。ただし、次に掲げる規定のいずれに

　　いるか。

　７　栄養管理に係る減算

　ａ　算定日の属する月の前６月間又は前12月間における新規入所者の総

　　要とする者の占める割合が入所者の100分の15以上であるか。

　②　次のいずれかに該当しているか。

　　あるか。

　８　日常生活継続支援加算（Ⅰ）、（Ⅱ）

（１）日常生活継続支援加算（Ⅰ）

　ａ　業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する介護機器

　　を複数種類使用していること。

　　れることから介護を必要とする認知症である者（日常生活自立度のラ

　ｂ　算定日の属する月の前６月間又は前12月間における新規入所者の総

※指導事項はレ印を付す 介福／特養（運営）7／32
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（３）看護体制加算（Ⅱ）イ

　①（１）①に該当するものであるか。

　④（１）③に該当するものであるか。

（４）看護体制加算（Ⅱ）ロ

　　えた数以上であるか。

　　制を確保しているか。

　②（３）②から④までに該当するものであるか。

　①　入所定員が51人以上であるか。

　ⅳ　介護機器を安全かつ有効に活用するための職員研修

（２）看護体制加算（Ⅰ）ロ

　ｂ　介護機器の使用に当たり、介護職員、看護職員、介護支援専門員そ

　　の他の職種の者が共同して、アセスメント及び入所者の身体の状況等

　　の評価を行い、職員の配置の状況等の見直しを行っていること。

　　負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、利用者の安全並び

　　に介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討す

　　るための委員会を設置し、介護職員、看護職員、介護支援専門員その

　　及び当該事項の実施を定期的に確認すること。

　　護福祉施設サービス費を算定しているか。

　ｃ　介護機器を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の

　①（２）①に該当するものであるか。

　ⅰ　入所者の安全及びケアの質の確保

　ⅱ　職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮

　ⅲ　介護機器の定期的な点検

　①　ユニット型介護福祉施設サービス費又は経過的ユニット型小規模介

　　増すごとに１以上であり、かつ、基準に定める看護職員の数に１を加

　③　当該施設の看護職員により、又は、病院若しくは診療所若しくは訪

　　問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間連絡できる体

　②（１）②及び③に該当するものであるか。

　②（１）の②から④までに該当するものであるか。

　９　看護体制加算（Ⅰ）イ、（Ⅰ）ロ、（Ⅱ）イ、（Ⅱ）ロ

（１）看護体制加算（Ⅰ）イ

　①　入所定員が30人以上50人以下であるか。

　②　常勤の看護師を１名以上配置しているか。

　③　定員超過利用・人員基準欠如に該当していないか。

　②　看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が25又はその端数を

　④　定員超過利用、人員基準欠如に該当していないか。

（２）日常生活継続支援加算（Ⅱ）

　　他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、

※指導事項はレ印を付す 介福／特養（運営）8／32
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（Ⅰ）イ、（Ⅰ）ロ、（Ⅱ）イ、（Ⅱ）ロ、（Ⅲ）イ、（Ⅲ）ロ、（Ⅳ）イ、（Ⅳ）ロ

（１）夜勤職員配置加算（Ⅰ）イ

　るか。

　　夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、最低基準を１以上上回って

　に掲げる場合は、当該ａ又はｂに定める数以上である場合に算定してい

　いる場合に、次の区分に応じて算定しているか。ただし、次のａ又はｂ

　ａ　次に掲げる要件のいずれにも適合している場合は、最低基準の数に

　　10分の９を加えた数。

　　な検討等が行われていること。

　ⅱ　見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要

　ⅰ　見守り機器を、当該施設の入所者の数の10分の１以上の数設置して

　　いること。

　ｂ　次に掲げる要件のいずれにも適合している場合は、最低基準の数に

　　アの質の確保

　ⅲ　見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職

１０　夜勤職員配置加算

　ⅰ　夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該施設の入所者の数以上設置

　　していること。

　ⅱ　夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が、

　　情報通信機器を使用し、職員同士の連携促進が図られていること。

　　ては、最低基準の数に10分の８を加えた数）。

　　fに基づき夜勤を行う介護職員又は看護職員を配置している場合にあっ

　　10分の６を加えた数（ユニット型以外で夜勤職員基準第一号ロ(1)(一)

　　員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を

　　員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、見守り機器等

　　を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、介護職員、看護職

　⑴　夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする入所者への

　　訪問及び当該入所者に対する適切なケア等による入所者の安全及びケ

　⑵　夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮

　⑶　見守り機器等の定期的な点検

　⑷　見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修

　㈠　ユニット型以外を算定しているか。

　㈡　定員30人以上50人以下か。

（２）夜勤職員配置加算（Ⅰ）ロ

　㈠　ユニット型以外を算定しているか。

　㈡　定員51人以上か。

　　行い、及び当該事項の実施を定期的に確認すること。

　㈠　ユニット型を算定しているか。

　㈡　定員30人以上50人以下か。

（３）夜勤職員配置加算（Ⅱ）イ

※指導事項はレ印を付す 介福／特養（運営）9／32
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（２）プライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえを整備し、準ユニ

　①　日中については、準ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看

　②　夜間及び深夜において、２準ユニットごとに１人以上の介護職員又

　㈡（５）㈡に該当しているか。

（７）夜勤職員配置加算（Ⅳ）イ

　㈠（３）㈠及び㈡に該当しているか。

　㈡（５）㈡に該当しているか。

　　は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置している

（１）12人を標準とする準ユニットにおいてケアを行っているか。

（３）人員配置

　　護職員を配置しているか。

　③　準ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置しているか。

（８）夜勤職員配置加算（Ⅳ）ロ

　㈠（４）㈠及び㈡に該当しているか。

　㈡（５）㈡に該当しているか。

１１　準ユニットケア加算

　　か。

　㈡　定員51人以上か。

（５）夜勤職員配置加算（Ⅲ）イ

　㈠（１）㈠及び㈡に該当しているか。

　㈡　夜間時間帯を通じ看護職員又は①社会福祉士及び介護福祉士法施行

（６）夜勤職員配置加算（Ⅲ）ロ

　　以上配置し、①②③の場合は喀痰吸引等業務の登録を、④の場合は特

　　規則第１条各号のいずれかの行為の実地研修を修了した介護福祉士、

　　②特定登録証の交付を受けた特定登録者、③新特定登録証の交付を受

　　けている新特定登録者、④認定特定行為業務従事者のいずれかを１人

　㈠（２）㈠及び㈡に該当しているか。

　　ットごとに利用できる共同生活室を設けているか。

　　定行為業務の登録を受けていること。

（４）夜勤職員配置加算（Ⅱ）ロ

　㈠　ユニット型を算定しているか。

１２　ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）、（Ⅱ）

（１）ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）

　　６月を超える者をいう。以下同じ。）の総数が10人以上であるか。

　①　評価対象者（当該施設の利用期間（以下「評価対象利用期間」）が

※指導事項はレ印を付す 介福／特養（運営）10／32
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　　ＤＬを評価し、その評価に基づく値（以下「ＡＤＬ値」）を測定し、

　　活支援員としての職務に従事する常勤の職員であるものを１名以上配

　　障害者（視覚障害者等）である入所者の数が15以上又は入所者のうち、

　　視覚障害者等である入所者の占める割合が100分の30以上である施設

　　か。

　②　視覚障害者等に対する生活支援に関し専門性を有する者として別に

　　厚生労働大臣が定める者（障害者生活支援員）であって専ら障害者生

　①　視覚障害者等である入所者の占める割合が100分の50以上である施

　　設か。

　　数の50超分は常勤換算方法での配置必要。

　②　障害者生活支援員であって専ら障害者生活支援員としての職務に従

　　事する常勤の職員であるものを２名以上配置しているか。※入所者の

１５　障害者生活支援体制加算（Ⅰ）、（Ⅱ）

（１）障害者生活支援体制加算（Ⅰ）

（２）障害者生活支援体制加算（Ⅱ）

１３　常勤専従医師配置加算

　者の数を100で除した数以上配置しているか。

１４　精神科を担当する医師に係る加算

　　置しているか。※入所者の数の50超分は常勤換算方法での配置必要。

　　われているか。

　事する常勤の医師を１名以上配置し、かつ、医師を常勤換算方法で入所

　※入所者の数が100を超える施設にあっては、専ら当該施設の職務に従

（１）認知症である入所者が全入所者の３分の１以上を占めているか。

（２）精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月に２回以上行な

　①　視覚、聴覚若しくは言語機能に障害のある者、知的障害者又は精神

　　専ら当該施設の職務に従事する常勤の医師を１名以上配置しているか。

　①　ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）の①及び②の基準に適合するものであるか。

　③　評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目の月に

　　して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値（以下「ＡＤＬ利

　　て提出しているか。

　　得」）の平均値が１以上であるか。

　②　評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月（以下「評価対

　　象利用開始月」）と、当該月の翌月から起算して６月目（６月目にサ

　　測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定をＬＩＦＥを用い

　　ービス利用がない場合については利用があった最終の月）においてＡ

（２）ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ）

　②　評価対象者のＡＤＬ利得の平均値が３以上であるか。

　　測定したＡＤＬ値から評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除

※指導事項はレ印を付す 介福／特養（運営）11／32
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（２）認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（１）認知症チームケア推進加算（Ⅰ）

　①　入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要

　　とする認知症の者（以下「対象者」）の占める割合が２分の１以上で

　②　認知症介護指導者研修等修了者を１名以上配置し、施設全体の認知

　③　施設の介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作

１８　認知症チームケア推進加算（Ⅰ）、（Ⅱ）

　　当する入所者（以下「対象者」）の占める割合が２分の１以上である

　③　施設の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術

　　常時確保していること。

　③　入所者の病状が急変した場合等において、当該施設の医師又は協力

　　医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認め

（３）会議の開催状況については、その概要を記録しているか。

　　差し支えない。

　　体制が確保されている場合には、定期的に年３回以上開催することで

（１）入所者の病歴等の情報共有について、入所者の同意を得ているか。

（２）入所者の病歴等の情報共有や急変時等における対応の確認等を行う

　①　入所者の総数のうち、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ、又はＭに該

　②　認知症介護実践リーダー研修等修了者を、施設における対象者の数

　　超えて10又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置し、チ

　　が20人未満の場合は１以上、20人以上の場合は１に対象者の数が19を

　①　入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対

　　応を行う体制を、常時確保していること。

　　られた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

　②　当該施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、

　　的指導に係る会議を定期的に開催しているか。

　　あるか。

　　成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定しているか。

１６　協力医療機関連携加算　50単位（100単位）、5単位

　　合は、次に掲げる要件を満たしているか。

　①（１）の基準のいずれにも適合しているか。

　　症ケアの指導等を実施しているか。

１７　認知症専門ケア加算（Ⅰ）、（Ⅱ）

（１）認知症専門ケア加算（Ⅰ）

　　か。

　　ームとして専門的な認知症ケアを実施しているか。

　　会議を概ね月に１回以上開催しているか。※電子的システムにより当

　　該協力医療機関において、当該施設の入所者の情報が随時確認できる

（４）50単位/月（令和7年3月31日までの間は100単位/月）を加算する場

※指導事項はレ印を付す 介福／特養（運営）12／32
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　②「認知症介護実践リーダー研修」を修了し、かつ、認知症チームケア

　　推進研修（認知症である入所者等の尊厳を保持した適切な介護、ＢＰ

　　ＳＤの出現・重症化を予防するケアの基本的考え方を理解し、チーム

　　ケアを実践することを目的とした研修）を修了している者を１名以上

　　配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に

　　対応するチームを組んでいるか。

　①　入所者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他

　　の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省にLIFEを

　②　必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当

　①（１）①に規定する情報に加えて、入所者ごとの疾病の状況等の情報

　②　必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当

　　たって、（１）①に規定する情報、（２）①に規定する情報等を活用

　　用いて提出しているか。

　　たって、①に規定する情報等を活用しているか。

　　Ｄの出現・重症化を予防するケアの基本的考え方を理解し、チームケ

　　アを実践することを目的とした研修）を修了している者を１名以上配

　　い、その評価に基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等

　④　認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カ

　　び程度についての定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を

　　行っているか。

　　ンファレンスの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及

（２）認知症チームケア推進加算（Ⅱ）

　　に資するチームケアを実施しているか。

　①（１）の①、③及び④に掲げる基準に適合しているか。

　　進研修（認知症である入所者等の尊厳を保持した適切な介護、ＢＰＳ

　　置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対

　　応するチームを組んでいるか。

　③　対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行

　②「認知症介護指導者養成研修」を修了し、かつ、認知症チームケア推

１９　科学的介護推進体制加算（Ⅰ）、（Ⅱ）

（１）事故が発生した場合の対応、報告の方法等が記載された事故発生の

　　防止のための指針を整備しているか。

　　を、厚生労働省にLIFEを用いて提出しているか。

（２）科学的介護推進体制加算（Ⅱ）

２０　安全対策体制加算

（１）科学的介護推進体制加算（Ⅰ）

　　しているか。
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（２）事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合

　　に、その事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹

（３）事故防止検討委員会を定期的に開催しているか。

（４）事故発生の防止のための研修について。

（７）施設内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制

２１　高齢者施設等感染対策向上加算

２２　生産性向上推進体制加算（Ⅰ）、（Ⅱ）

（１）生産性向上推進体制加算（Ⅰ）

　①　利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に

　　資する方策を検討するための委員会において、次に掲げる事項につい

　　て必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認しているか。

　　上、施設内で感染者が発生した場合の対応に係る実地指導を受けてい

　　るか。

　　底する体制を整備しているか。

　ａ　介護機器を活用する場合における利用者の安全及びケアの質の確保

　ｂ　職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮

　ｃ　介護機器の定期的な点検

　　研修

　ｄ　業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための職員

（５）（１）から（４）に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置

（６）（５）の担当者は、安全対策に係る外部における研修を受けている

　①　定期的に実施しているか（年２回以上）。

　②　新規採用時には必ず実施しているか。

（１）高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）

　①　第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を

（２）高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）

　①　感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、３年に１回以

　　行う体制を確保しているか。

　②　協力医療機関その他の医療機関との間で、感染症（新興感染症を除

　　く）の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に、

　　協力医療機関等と連携し適切に対応しているか。

　③　感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医

　　療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に１年に１回以上

　　参加しているか。

　　か。

　　を整備しているか。

（８）入所初日に限り加算しているか。

　③　実施内容を記録しているか。

　　いているか。
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　　であるか。

　　以上であるか。

　ｃ　施設サービスを入所者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数

　　７年以上の者の占める割合が100分の30以上であるか。

　②　定員超過利用・人員基準欠如に該当していないか。

　②　定員超過利用・人員基準欠如に該当していないか。

２３　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）

（１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

　①　次のいずれかに適合しているか。

　　であるか。

　ｂ　介護職員の総数のうち、勤続年数10年以上の介護福祉士の占める割

２４　介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）、（Ⅳ）

　　基準に適合しているか。

　②　提供する施設サービスの質の向上に資する取組を実施しているか。

　③　定員超過利用・人員基準欠如に該当していないか。

（２）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

　①　介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の60以上

　ａ　介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の80以上

　　合が100分の35以上であるか。

　　であるか。

（３）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

　①　次のいずれかに適合しているか。

　ａ　介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の50以上

　　に報告しているか。

　ｂ　看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が100分の75

　①（１）の①に適合しているか。

　②　①の取組及び介護機器の活用による業務の効率化及びケアの質の確

　　保並びに職員の負担軽減に関する実績があるか。

　③　介護機器を複数種類活用しているか。

　④　①の委員会において、職員の業務分担の明確化等による業務の効率

　　該検討を踏まえ、必要な取組を実施し、及び当該取組の実施を定期的

　　に確認しているか。

　　化及びケアの質の確保並びに負担軽減について必要な検討を行い、当

　⑤　事業年度ごとに①、③及び④の取組に関する実績を厚生労働省に報

　　告しているか。

（２）生産性向上推進体制加算（Ⅱ）

　②　介護機器を活用しているか。

　③　事業年度ごとに②及び（１）の①の取組に関する実績を厚生労働省

※指導事項はレ印を付す 介福／特養（運営）15／32



指導事項 検　　　査　　　項　　　目
確
認
欄

備　　考

（その他指導事項等）

※「介護給付費の算定及び取扱い」において、後日送付する実地検査結果通知の指摘事項となったものは、介護報酬の
返還となる場合があります。この場合、返還の対象は、実地検査当日に市が確認した事例に限らず、全ての該当者を自
主点検した結果のものとなります。

※指導事項はレ印を付す 介福／特養（運営）16／32



1

2

3

4

　４　サービスの提供の記録

　るか。

　Ⅰ　運営に関する基準

　１　内容及び手続の説明及び同意

　　サービス提供の開始に際し、あらかじめ、入所申込者又はその家族に

　得ているか。

　２　受給資格等の確認

　いるか。

　３　入退所

実地検査指導事項票　指定介護老人福祉施設／特別養護老人ホーム（サービス）

検　査　日：令和　年（　　年）　月　日（　）.　　　事業者名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

事業所名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　.

検査員所属：八王子市 福祉部 指導監査課 介護・高齢担当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

検査員氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　.

【注意事項】

この指導事項票は、事業所等が遵守すべき主な項目を記載しており、検査員が検査当日に遵守されていないと認め
た指導事項について、事業所等の方と、相互にその内容を確認するためのものです。

下表の指導事項欄にチェックした項目が、遵守されていないと認めた指導事項です。

後日通知する「検査結果」により、文書で改善を指示しなかった事項が、口頭での指導事項に該当します。口頭で
の指導事項についても改善を図ってください。

今後の精査・確認等により、後日、この指導事項票を差し替えることがあります。

　５　取扱方針（身体的拘束等の適正化）                  

指導事項 検　　　査　　　項　　　目 備　　考
確
認
欄

　　活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等）で定期的に協議・

　　検討しているか。

（３）入所者が居宅において日常生活を営むことができるか、多職種（生

　対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、文書により同意を

　　被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認して

（１）サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に

（２）入所者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めているか。

　ービスの内容、入所者の心身の状況、その他必要な事項）を記録してい

　　提供した具体的なサービスの内容等（サービスの提供日、提供したサ

　　入所させているか。

　　的拘束等（身体拘束その他入所者の行動を制限する行為を含む）を行

（１）生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体

　　っていないか。

※指導事項はレ印を付す 介福／特養（サービス）17／32



指導事項 検　　　査　　　項　　　目 備　　考
確
認
欄

　　身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しているか。

　６　施設サービス計画の作成

（２）アセスメントのため、入所者及びその家族に面接しているか。

　７　介護

　⑤　介護職員等に対し、褥瘡対策に関する施設内職員継続教育を実施し

　　ているか。※施設外の専門家の積極的な活用が望ましい。

　８　栄養管理

（１）入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師その他の職種の者が

　　ケア計画を作成しているか。また、栄養ケア計画の作成に当たっては、

（２）入所者ごとの栄養ケア計画に従い、管理栄養士が栄養管理を行うと

　　ともに、入所者の栄養状態を定期的に記録しているか。

　　１週間に２回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清拭

　しているか。

　①　褥瘡のハイリスク者（日常生活自立度が低い入所者）に対し、褥瘡

　　予防のための計画を作成、実践並びに評価をしているか。

（１）入所者の有する能力、その置かれている環境等を踏まえているか。

（３）サービス担当者会議等により専門的意見を聴取しているか。

　　施設サービス計画との整合性を図っているか。

　　を見直しているか。

　　るか。

　②　施設内褥瘡予防対策を担当する者（看護師が望ましい）を選任して

（５）定期的にモニタリングを行い、結果を記録しているか。

（３）身体的拘束等を行う場合、その態様及び時間、その際の入所者の心

　　いるか。

（４）施設サービス計画を本人や家族に説明し、文書により同意を得てい

（１）入浴について。

（２）褥瘡予防体制について。

　③　医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等からなる褥瘡対策チーム

　　共同して、入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養

（３）栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画

（２）身体的拘束等を行う場合に要件（切迫性、非代替性、一時性）を全

　　て満たしているか。

　　を設置しているか。

　④　施設における褥瘡対策のための指針を整備しているか。

※指導事項はレ印を付す 介福／特養（サービス）18／32



指導事項 検　　　査　　　項　　　目 備　　考
確
認
欄

１０　入所者の入院期間中の取扱い

　　入院後おおむね３月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、

　適切な便宜を供与しているか。

（４）医療保険において歯科訪問診療料が算定された日に、介護職員に対

　　技術的助言及び指導を行うに当たっては、歯科訪問診療又は訪問歯科

１１　秘密保持等

　　入所者に関する個人情報の利用に当たり、あらかじめ文書により入所

　者の同意を得ているか。

　　じて、定期的に当該計画を見直しているか。

　　所者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成するとともに、必要に応

　②　歯科医師からの助言の要点

　③　具体的方策

　④　当該施設における実施目標

　⑤　留意事項・特記事項

　９　口腔衛生の管理

　①　助言を行った歯科医師

（１）当該施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生

　　士（歯科医師等）が、当該施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に

　　に１回程度の口腔の健康状態の評価を実施しているか。

（２）当該施設の従業者又は歯科医師等が入所者ごとに施設入所時及び月

　　係る技術的助言及び指導を年２回以上行っているか。

（３）（１）の技術的助言及び指導に基づき、以下の事項を記載した、入

（その他指導事項等）

　　衛生指導の実施時間以外の時間帯に行っているか。

　　する口腔清掃等に係る技術的助言及び指導又は（３）の計画に関する

（５）当該施設と計画に関する技術的助言若しくは指導又は口腔の健康状

　　態の評価を行う歯科医師等においては、実施事項等を文書で取り決め

　　ているか。

※指導事項はレ印を付す 介福／特養（サービス）19／32



指導事項 検　　　査　　　項　　　目 備　　考
確
認
欄

　　施設の理学療法士等の助言に基づき、機能訓練指導員等が共同して利

　　ごとに保管され、常に当該施設の機能訓練指導員等により閲覧が可能

　⑥　個別機能訓練加算を算定していないか。※個別機能訓練加算を算定

　　回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機

　⑤　機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は利用者

　１　身体拘束廃止未実施減算

（１）次に掲げる基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の10に

　　相当する単位数を所定単位数から減算しているか。

　　心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しているか。

　３　生活機能向上連携加算（Ⅰ）、（Ⅱ）

（１）生活機能向上連携加算（Ⅰ）

　　用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っているか。

　　法等の内容を記載しているか。

　　心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供しているか。

　　能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等

　　を行っているか。

　　であるようにしているか。

　　している場合は（Ⅰ）を算定できない。

　Ⅱ　介護給付費の算定及び取扱い

　③　個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上

　　を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の

　④　①の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１

（２）身体的拘束等を行う場合に、その態様及び時間、その際の入所者の

　①　訪リハ事業所、通リハ事業所又はリハビリを実施している医療提供

　②　個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方

　２　栄養管理に係る減算

　　施設サービス計画との整合性を図っている。

　　ケア計画を作成しているか。また、栄養ケア計画の作成に当たっては、

　　共同して、入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養

（１）入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師その他の職種の者が

　　じて当該計画を見直している。

　　次に掲げる基準を満たしていない場合は、１日につき14単位を所定単

　位数から減算しているか。

（３）入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応

　　ともに、入所者の栄養状態を定期的に記録している。

（２）入所者ごとの栄養ケア計画に従い、管理栄養士が栄養管理を行うと

※指導事項はレ印を付す 介福／特養（サービス）20／32



指導事項 検　　　査　　　項　　　目 備　　考
確
認
欄

　　施設の理学療法士等が、当該施設を訪問し、当該施設の機能訓練指導

　③　個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上

　　を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の

　②　個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方

　　法等の内容を記載しているか。

　④　①の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１

　①　訪リハ事業所、通リハ事業所又はリハビリを実施している医療提供

（２）生活機能向上連携加算（Ⅱ）

　　員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作

　　成を行っているか。

　　心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供しているか。

　①　専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を１名以

　　上配置しているもの（入所者の数が100を超える施設にあっては、専

　　換算方法で入所者の数を100で除した数以上配置しているもの）であ

　③　開始時及び３月ごとに１回以上利用者に対して個別機能訓練計画の

　４　個別機能訓練加算（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）

（１）個別機能訓練加算（Ⅰ）

　　回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機

　　能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等

　　を行っているか。

　⑤　機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は利用者

　　ごとに保管され、常に当該施設の機能訓練指導員等により閲覧が可能

　　であるようにしているか。

　⑥　個別機能訓練加算を算定している場合は、１月につき100単位を所定

　　単位数に算定しているか。なお、個別機能訓練加算を算定している場

　　合は、別に個別機能訓練計画を作成する必要はない。

　　るか。

　②　個別機能訓練の従事者が共同して、利用者ごとにその目標、実施方

　　練計画の作成に代えることができる。

　　ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を１名以上配

　　置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤

　　設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓

　　法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、これに基づいて行った

　　個別機能訓練の効果、実施方法等について評価等を行っているか。な

　　お、施設サービスにおいては、個別機能訓練計画に相当する内容を施

　　利用者ごとに保管され、常に当該施設の個別機能訓練の従事者により

　　内容を説明し、記録しているか。

　④　個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、

　　閲覧が可能であるようにしているか。

※指導事項はレ印を付す 介福／特養（サービス）21／32



指導事項 検　　　査　　　項　　　目 備　　考
確
認
欄

（２）個別機能訓練加算（Ⅱ）

　　必要な情報を活用しているか。

　５　若年性認知症入所者受入加算 

（１）若年性認知症入所者ごとに個別に担当者を定めているか。

（３）認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定していないか。

（２）当該入所者の特性やニーズに応じたサービス提供を行っているか。

　６　入所者が入院し、又は外泊したときの費用の算定について

（１）入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して

　　居宅における外泊を認めた場合は、１月に６日を限度として所定単位

　　供する場合は、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日につ

　　き560単位を算定しているか。

（２）外泊の初日及び最終日を算定していないか。

　　に掲げる単位を算定する場合において、本費用を算定していないか。

　　に当たって、②の情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために

（３）個別機能訓練加算（Ⅲ）

　①　個別機能訓練加算（Ⅱ）を算定しているか。

　②　口腔衛生管理加算（Ⅱ）及び栄養マネジメント強化加算を算定して

　　いるか。

　④　③で共有した情報を踏まえ、必要に応じて個別機能訓練計画の見直

　　共有しているか。

　　しを行い、当該見直しの内容について、理学療法士等の関係職種間で

　③　入所者ごとに、理学療法士等が、個別機能訓練計画の内容等の情報

　　その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報、入所者の

　　口腔の健康状態に関する情報及び入所者の栄養状態に関する情報を相

　　互に共有しているか。

　①　個別機能訓練加算（Ⅰ）を算定しているか。

　③　必要に応じて個別機能訓練計画の内容を見直す等、機能訓練の実施

　②　入所者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚労省にＬＩＦ

　　Ｅを用いて提出しているか。

　　数に代えて１日につき246単位を算定しているか。

　　※入院又は外泊の初日及び最終日は算定できない。

　７　外泊時在宅サービス利用の費用について

（１）入所者に対して居宅における外泊を認め、施設が居宅サービスを提

（２）入院又は外泊の初日及び最終日を算定していないか。

（３）「６　入所者が入院し、又は外泊したときの費用の算定について」

※指導事項はレ印を付す 介福／特養（サービス）22／32
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　　入所した日から起算して30日以内の期間については、１日につき所定

　単位数を加算しているか。※30日を超える病院又は診療所への入院後に

　施設に再び入所した場合も、同様とする。

（２）栄養管理に係る減算又は栄養マネジメント強化加算を算定していな

　　いか。

１０　退所時栄養情報連携加算

（１）厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者又は低栄養状態に

　　退所する場合は当該入所者の主治の医師の属する病院又は診療所及び

　　介護支援専門員に対して、病院、診療所又は他の介護保険施設（医療

　　機関等）に入院又は入所する場合は当該医療機関等に対して、当該入

　　所者の同意を得て、管理栄養士が当該入所者の栄養管理に関する情報

　　を提供したときは、１月につき１回を限度として所定単位数を加算し

　　ているか。

　　あると医師が判断した入所者が、施設から退所する際に、その居宅に

　８　従来型個室に入所している者の取扱いについて

（１）平成17年9月30日においてユニットに属する個室以外の個室（以下

　　支給する場合は、それぞれ、介護福祉施設サービス費（Ⅱ）又は経過

　　「従来型個室」という。）に入所している者であって、平成17年10月

　　1日以後引き続き従来型個室に入所するもの（平成17年9月1日から同月

　　30日までの間において、特別な室料を支払っていない者）に対して、

　　介護福祉施設サービス費又は経過的小規模介護福祉施設サービス費を

　　的小規模介護福祉施設サービス費（Ⅱ）を算定しているか。

（２）次のいずれかに該当する者に対して、介護福祉施設サービス費又は

　　ス費（Ⅱ）を算定しているか。

　①　感染症等により、従来型個室への入所が必要であると医師が判断し

　　た者であって、従来型個室への入所期間が30日以内であるもの

　②　居室の面積が10.65㎡/人以下の従来型個室に入所する者

　③　著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況に重大な

　　影響を及ぼすおそれありとして、従来型個室への入所が必要があると

　　医師が判断した者

　　介護福祉施設サービス費（Ⅱ）又は経過的小規模介護福祉施設サービ

　　経過的小規模介護福祉施設サービス費を支給する場合は、それぞれ、

　９　初期加算

※指導事項はレ印を付す 介福／特養（サービス）23／32
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　　る者として、医師から認められているか。

　　対して、当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る

　　医療機関の管理栄養士と連携して、二次入所後の栄養ケア計画を作成

　　該医療機関での栄養に関する指導又はカンファレンスに同席し、当該

　②　入所中１回（入所後早期に退所前訪問相談援助の必要があると認め

　　られる入所者にあっては、２回）を限度として算定しているか。

（２）退所後訪問相談援助加算

　①　入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者

　　及びその家族等に対して相談援助を行っているか。

　②　退所後１回を限度として算定しているか。

　　居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供しているか。

　②　入所者１人につき１回を限度として算定しているか。

（３）退所時相談援助加算

　①　入所期間が１月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サ

　　ービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該入所者

　　支援専門員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員又は医師のいず

　　れかの職種の者が、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該

　　入所者及びその家族等に対して退所後の居宅サービス等について相談

（４）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないか。

（３）当該施設の管理栄養士が当該者の入院する医療機関を訪問の上、当

　　しているか。

（５）栄養管理に係る減算を算定していないか。

１２　退所時等相談援助加算

（１）退所前訪問相談援助加算

　①　入所期間が１月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って介護

　　の退所時に当該入所者及びその家族等に対して退所後の居宅サービス

　　等について相談援助を行い、かつ当該入所者の同意を得て、退所の日

　　から２週間以内に当該入所者の退所後の居宅地を管轄する市町村等に

１１　再入所時栄養連携加算

（１）施設に入所していた者が退所し、当該者が医療機関に入院した場合

　　た場合であるか。

　　であって、当該者が退院した後に再度当該施設に入所（二次入所）し

　　援助を行っているか。

（２）当該者は、厚生労働大臣が定める特別食又は嚥下調整食を必要とす

※指導事項はレ印を付す 介福／特養（サービス）24／32
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　②　入所者１人につき１回を限度として算定しているか。

　　必要な情報を提供し、かつ、当該居宅介護支援事業者と連携して退所

（１）管理栄養士を常勤換算方法で、入所者の数を50で除して得た数以上

　　る場合にあっては、管理栄養士を常勤換算方法で、入所者の数を70で

（５）退所時情報提供加算

　①　入所者が退所し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関

　　に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の心身の状況、生活

　　歴等の情報を提供した上で、当該入所者の紹介を行っているか。

（４）退所前連携加算

　①　入所期間が１月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サ

　　ービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該入所者

　　の退所前に先だって当該入所者が利用を希望する居宅介護支援事業者

　②　入所者１人につき１回に限り算定しているか。

　　後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行っ

　　ているか。

　　に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の介護状況を示す文

　　書を添えて当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに

　　（常勤の栄養士を１名以上配置し、当該栄養士が給食管理を行ってい

　　除して得た数以上）配置しているか。

　　か。

　　るか。

１３　栄養マネジメント強化加算

（２）低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者に対

　　して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他

　　の職種の者が共同して作成した栄養ケア計画に従い、当該入所者の栄

　　養管理をするための食事の観察を定期的に行い、当該入所者ごとの栄

　　養状態、心身の状況及び嗜好を踏まえた食事の調整等を実施している

　　栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用しているか。

（５）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないか。

（３）（２）に規定する入所者以外の入所者に対しても、食事の観察の際

　　に変化を把握し、問題があると認められる場合は、早期に対応してい

（４）入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省にＬＩＦＥを用いて提

　　出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該情報その他継続的な

※指導事項はレ印を付す 介福／特養（サービス）25／32
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　④　食形態の配慮など誤嚥防止のための適切な配慮がされているか。

　⑤　②～④までについて、医師、管理栄養士、看護職員、介護支援専門

（４）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないか。

１５　経口維持加算（Ⅰ）、（Ⅱ）

（１）経口維持加算（Ⅰ）

　　いて、医師の指示はおおむね２週間ごとに受けるものとされている。

（２）当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による

　　している入所者ごとに経口による食事の接種を進めるための経口移行

　　支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取

（３）当該計画が作成された（入所者又はその家族の同意を得た）日から

　　起算して180日以内の期間に限り、１日につき所定単位数を加算してい

　　に対しては、引き続き当該加算を算定できる。ただし、この場合にお

　　るか。※180日を超えた期間に行われた場合であっても、経口による食

　　事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示に基づき継続して経口

　②　入所者の摂食・嚥下機能が医師の診断により適切に評価されている

　　による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされもの

１４　経口移行加算

（５）栄養管理に係る減算を算定していないか。

　　栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われているか。

　⑧　栄養管理に係る減算又は経口移行加算を算定していないか。

　　場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受け

　⑦　当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示（歯科医師が指示を行う

　　行っているか。

　　ている場合に限る。）を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を

　①　定員超過利用・人員基準欠如に該当していないか。

　　めの経口維持計画を作成し、必要に応じて見直しているか。

　　計画を作成しているか。

（１）医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護

　　か。

　　か。

　③　誤嚥等が発生した場合の管理体制が整備されているか。

　　員その他の職種の者が共同して実施するための体制が整備されている

　　等を行い、入所者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進めるた

　⑥　現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、

　　誤嚥が認められる入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、

　　医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種

　　の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議

※指導事項はレ印を付す 介福／特養（サービス）26／32
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　　いるか。

　　口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用して

　⑤　定員超過利用・人員基準欠如に該当していないか。　

（２）口腔衛生管理加算（Ⅱ）

　①（１）の①から⑤までに掲げる基準のいずれにも適合しているか。

　　介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行っているか。

　　において行われているか。

　②　入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る情報を厚生労働省にＬＩＦＥ

　④　歯科衛生士が、①における入所者の口腔に関する介護職員からの相

　　談等に必要に応じ対応しているか。

　③　入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観

（１）口腔衛生管理加算（Ⅰ）

１６　口腔衛生管理加算（Ⅰ）、（Ⅱ）

　②　歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔衛生等

　③　歯科衛生士が、①における入所者に係る口腔衛生等の管理について、

（３）食事の提供が、定員超過利用・人員基準欠如に該当していない施設

　　提供が行われているか。

　②　経口維持加算（Ⅰ）を算定しているか。

（２）経口維持加算（Ⅱ）

　①　協力歯科医療機関を定めているか。

　　るか。

　　指導に基づき、入所者の口腔衛生等の管理に係る計画が作成されてい

１７　療養食加算

　　を用いて提供し、口腔衛生の管理の実施に当たって、当該情報その他

　　は７回以上）算定された場合には算定できない。

　※　本加算は、訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月において

　　は、訪問歯科衛生指導料が３回以上（緩和ケアを実施するものの場合

（５）１日につき３回を限度として、所定単位数を加算しているか。

　　の管理を月２回以上行っているか。

（１）食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されているか。

　　歯科衛生士又は言語聴覚士が加わっているか。

　　に関する基準第2条第1項第1号に規定する医師を除く。）、歯科医師、

（２）入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の

（４）厚生労働大臣が定める療養食を提供しているか。

　　察及び会議等に、医師（指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営

　①　歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び

※指導事項はレ印を付す 介福／特養（サービス）27／32
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２０　看取り介護加算（Ⅰ）、（Ⅱ）

　③　医師、生活相談員、看護職員、介護職員、管理栄養士、介護支援専

　　8:00）、夜間（18:00-22:00）及び深夜（22:00-6:00）に当該施設を

　　ついて記録を行うとともに、診療が行われた時間に応じた単位を加算

（５）看護体制加算（Ⅱ）を算定しているか。※算定していない場合は、

　　り、24時間連絡できる体制を確保しているか。

　　病院、診療所若しくは訪問看護ステーションの看護職員との連携によ

　②　看取りに関する指針を定め、入所の際に、入所者又はその家族等に

　　門員その他の職種の者による協議の上、当該施設における看取りの実

　　っているか。

　　いと診断した者であるか。

　⑥　医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがな

　①　常勤の看護師を１名以上配置し、当該施設の看護職員により、又は

（１）看取り介護加算（Ⅰ）

　⑤　看取りを行う際に個室又は静養室の利用が可能となるよう配慮を行

　④　看取りに関する職員研修を行っているか。

（１）施設外において透析を要する入所者であって、その家族や病院等に

１８　特別通院送迎加算

　　本加算は算定しない。

　　るか。

（２）複数名の配置医師を置いていること又は配置医師と協力医療機関の

　　いて、配置医師と施設の間で、具体的な取決めがなされているか。

　　帯ごとの医師との連絡方法、診療を依頼する場合の具体的状況等につ

（１）入所者に対する注意事項や病状等についての情報共有、曜日や時間

　　しているか。

（４）施設が診療を依頼した時間、配置医師が診療を行った時間、内容に

　　ているか。

　　訪問して入所者に対し診療を行い、かつ、診療を行った理由を記録し

（３）施設の求めに応じ、配置医師の通常の勤務時間外、早朝（6:00-

１９　配置医師緊急時対応加算

（２）１月に12回以上、透析目的による通院送迎を行ったか。

　　よる送迎が困難である等やむを得ない事情があるか。

　　医師が連携し、施設の求めに応じ24時間対応できる体制を確保してい

　　績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見直しを行っているか。

　　対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ているか。

※指導事項はレ印を付す 介福／特養（サービス）28／32
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（２）退所者の退所後30日以内に、当該施設の従業者が当該退所者の居宅

　　超えていた退所者に限る）の占める割合が100分の20を超えているか。 

　　介護を受けることとなった者（当該施設における入所期間が１月間を

　　ている者（その家族等が説明を受け、同意した上で介護を受けている

　　じ随時、医師等の相互の連携の下、介護記録等入所者に関する記録を

　　活用し行われる介護についての説明を受け、同意した上で介護を受け

　②　看取り介護加算（Ⅰ）①から⑧までのいずれにも適合しているか。

　　宅・入所相互利用加算を算定しているものを除く。以下この項番にお

（１）算定日が属する月の前６月間において当該施設から退所した者（在

２１　在宅復帰支援機能加算

　①　配置医師緊急時対応加算の施設基準に該当しているか。

（２）看取り介護加算（Ⅱ）

　　者を含む）であるか。

　　いて「退所者」）の総数のうち、当該期間内に退所し、在宅において

　　を訪問すること又は居宅介護支援事業者から情報提供を受けることに

　　る居宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利用に

　　入所期間（入所期間が３月を超えるときは、３月を限度とする）を定

　　間で情報の交換を十分に行い、双方合意の上介護に関する目標及び方

　　在宅期間と入所期間（入所期間については３月を限度とする）につい

　　て、文書により同意を得ているか。

　　関する調整を行っているか。

（４）入所者が利用を希望する居宅介護支援事業者に対して、入所者に係

（３）入所者の家族との連絡調整を行っているか。

　　ることを確認し、記録しているか。

　　より、当該退所者の在宅における生活が１月以上継続する見込みであ

　　ついて、医師等のうちその内容に応じた適当な者から説明を受け、当

　⑧　看取りに関する指針に基づき、入所者の状態又は家族の求め等に応

　　該計画について同意している者（その家族等が説明を受けた上で、同

（３）在宅・入所相互利用（ベッド・シェアリング）を開始するに当たり、

　⑦　医師、生活相談員、看護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他

２２　在宅・入所相互利用加算

（１）在宅生活を継続する観点から、複数の者であらかじめ在宅期間及び

　　説明し、同意を得ているか。

　　針を定め、入所者又はその家族等に対して当該目標及び方針の内容を

（２）在宅での生活期間中の介護支援専門員と施設の介護支援専門員との

　　めて、当該施設の居室を計画的に利用している者か。

　　意している者を含む）であるか。

　　の職種の者（医師等）が共同して作成した入所者の介護に係る計画に
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（３）医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開始した場合に限り

　　合及び過去１月の間に当該加算（他サービスを含む）を算定したこと

　　定していないか。

　①　病院又は診療所に入院中の者

　　から、施設の介護支援専門員、施設の介護職員等、在宅の介護支援専

　　び施設から退所して在宅に戻る前においては必須とし、おおむね１月

　　担については、支援チームの中で協議して適切な形態を定めているか。

（６）（５）のカンファレンスにおいては、それまでの在宅期間又は入所

　　期間における対象者の心身の状況を報告し、目標及び方針に照らした

　　介護の評価を行うとともに、次期の在宅期間又は入所期間における介

　　護の目標及び方針をまとめ、記録しているか。

（４）在宅期間と入所期間を通じて一貫した方針の下に介護を進める観点

（５）当該支援チームは、必要に応じ随時（利用者が施設に入所する前及

（７）施設の介護支援専門員及び在宅の介護支援専門員の機能及び役割分

　　に１回）カンファレンスを開いているか。

　　チームをつくっているか。

　　門員、在宅期間に対象者が利用する居宅サービス事業者等による支援

（１）褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）

　　がない場合に限り算定しているか。

　　の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時に評価し、少なくと

　　が困難であり、緊急に入所がすることが適当であると判断した者か。

（１）医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活

２３　認知症行動・心理症状緊急対応加算

２４　褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）、（Ⅱ）

　　も３月に１回評価しているか。

（４）入所後速やかに退所に向けた施設サービス計画を策定しているか。

（６）当該入所者が入所前１月の間に、当該施設に入所したことがない場

　　及び短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護を利用中の者

（７）次に掲げる者が、直接、当該施設へ入所した場合に、当該加算を算

　　介護サービス計画書に記録しているか。

（５）判断を行った医師名、日付及び利用開始に当たっての留意事項等を

　　算定しているか。

（２）入所した日から起算して７日を限度として加算しているか。

　①　入所者ごとに、施設入所時に褥瘡の有無を確認するとともに、褥瘡

　③　短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、

　②　介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中

　　の者

　　利用認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護

　　短期利用特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、短期
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　②　次のいずれかに適合しているか。

　　するとともにいずれにも悪化がないこと。

　②　①の評価の結果、排せつに介護を要する入所者であって、適切な対

　　所者が排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画

　　応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれるものについて、

　　医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、当該入

　　と連携した看護師が施設入所時に評価し、その後少なくとも３月に１

　　回評価するとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、

　　施設入所時と比較して、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善

　　を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施しているか。

　　排せつ支援の実施に当たって、当該情報その他排せつ支援の適切かつ

　①　入所者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師

（２）排せつ支援加算（Ⅱ）

　　を見直しているか。

（１）排せつ支援加算（Ⅰ）　

　①（１）の①から③までのいずれにも適合しているか。

　②　次のいずれかに適合しているか。

２５　排せつ支援加算（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）

　ａ（１）の①の確認の結果、褥瘡が認められた入所者について、当該褥

　①（１）の①から⑤までのいずれにも適合しているか。

（２）褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）

　　計画を見直しているか。

　③　①の評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者ごとに支援計画

　ａ（１）の①の評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者について、

　　提出し、褥瘡管理の実施に当たって、当該情報その他褥瘡管理の適切

　③　①の確認の結果、褥瘡が認められ、又は①の評価の結果、褥瘡が発

　　管理栄養士、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理

　　生するリスクがあるとされた入所者ごとに、医師、看護師、介護職員、

　④　入所者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、そ

　⑤　①の評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者ごとに褥瘡ケア

　　有効な実施のために必要な情報を活用を活用しているか。

　　の管理の内容や入所者の状態について定期的に記録しているか。

　　に関する褥瘡ケア計画を作成しているか。

　　かつ有効な実施のために必要な情報を活用しているか。

　②　①の確認及び評価の結果等の情報を厚生労働省にＬＩＦＥを用いて

　　とされた入所者について、褥瘡の発生のないこと。

　ｂ（１）の①の評価の結果、施設入所時に褥瘡が発生するリスクがある

　　瘡が治癒したこと。
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（その他指導事項等）

※「介護給付費の算定及び取扱い」において、後日送付する実地検査結果通知の指摘事項となったものは、介護報酬の
返還となる場合があります。この場合、返還の対象は、実地検査当日に市が確認した事例に限らず、全ての該当者を自
主点検した結果のものとなります。

（３）排せつ支援加算（Ⅲ）

　ｂ（１）の①の評価の結果、施設入所時におむつを使用していた者であ

　　って要介護状態の軽減が見込まれるものについて、おむつを使用しな

　

（４）医師が自立支援に係る支援計画の策定等に参加しているか。

　　くなったこと。

　ｃ（１）の①の評価の結果、施設入所時に尿道カテーテルが留置されて

（３）（１）の医学的評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者ごと

　　有効な促進のために必要な情報を活用しているか。

　れにも適合しているか。

　　いた者であって要介護状態の軽減が見込まれるものについて、尿道カ

　　テーテルが抜去されたこと。

（２）１月に１回、連続する５日を限度として算定しているか。

　（１）の①から③まで並びに（２）の②のａ及びｂに掲げる基準のいず

（１）医師が入所者ごとに、施設入所時に自立支援に係る医学的評価を行

　　し、自立支援の促進に当たって、当該情報その他自立支援の適切かつ

　　い、その後少なくとも３月に１回医学的評価の見直しを行うとともに、

　　その医学的評価の結果等の情報を厚生労働省にＬＩＦＥを用いて提出

（２）（１）の医学的評価の結果、自立支援の促進が必要であるとされた

　　従ったケアを実施しているか。

　　入所者ごとに、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の

　　職種の者が共同して、自立支援に係る支援計画を策定し、支援計画に

　　応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に

　　感染した入所者に対し、適切な感染対策を行った上で、施設サービス

（１）入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対

　　を行ったか。

　　に支援計画を見直しているか。

２７　新興感染症等施設療養費

２６　自立支援促進加算

※指導事項はレ印を付す 介福／特養（サービス）32／32


